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新型コロナウイルス感染症の影響による
国民健康保険税・介護保険料の減免について

　新型コロナウイルス感染症の影響で国民健康保険税や介護保険料の納付が困難になった場合は、収入の減少度合
いなどによって申請日以後の納付額が減免されることがあります。
１　適用要件と減免額は次の①②のとおりです。
　①新型コロナウイルス感染症に感染（り患）した場合
　　要　件：り患により、生計中心者が死亡または重篤な傷病を負ったこと
　　減免額：全額免除
　② 経済活動自粛等の影響で生計中心者の令和２年２月以降の収入が減少し、国民健康保険税や介護保険料の納付
が困難になった場合（減収）

減免対象 国民健康保険税（国保）
減収した生計中心者の属する世帯

介護保険料（介護）
生計中心者と同じ世帯の第１号被保険者

要　件

　国保の場合は「世帯主」が下のアからウの３つを満たすこと
　介護の場合は「生計中心者」が下のアとイの２つを満たすこと
ア 　今年の見込み事業収入等（事業、不動産、山林または給与収入）のいずれかが、前年の
その収入より３割以上減少した。
イ 　減少した事業収入等に係る所得以外の前年所得額の合計が400万円以下※「収入」とは、
事業では仕入れや必要経費を差し引く前、給与では保険料や源泉徴収税額を差し引く前の
額。手取り金額ではありません。
ウ　前年合計所得金額が、１,000万円以下　

生計中心
者の前年
合計所得
(左)に応じ
た減免割
合(右）

300万円以下。または廃業・失業 全部 200万円以下。または廃業・失業 全部
400万円以下 ８割 200万円超 ８割
550万円以下 ６割 ※ 「第１号被保険者」とは、65歳以上の方。

40～64歳の方の介護保険の納付金は、健康
保険料（税）に含まれます。

750万円以下 ４割
1,000万円以下 ２割

　　減免額 ＝ 税額 × 
減収見込みの事業収入等に係る前年所得

× 減免割合
（国保）世帯主および被保険者の前年所得の合計

（介護）生計中心者の前年合計所得

２　減免申請について
　 　申請は、７月に送付される納税通知書・納入通知書で納付額を確認してから、以下の書類を郵送で提出してく
ださい。書類は市ホームページからダウンロードするか各担当課に電話で請求してください。
　□ 減免申請書（①②共通）
　□ り患のわかる診断書（①） 診断書の作成費用は自己負担です。
　□ 収入見込み額等を記載した計算書（②）
　　②の添付書類… 確定申告書第一表（収入額の記載がある場合に限る）の控えの写しまたは収支内訳書や青色申

告決算書の控えの写し、給与所得者は令和２年１月分から申請日の直近までの給与明細書の写
し、転入者は令和２年度所得証明書および令和元年分収入額のわかる書類

　あて先　〒038-3192　つがる市木造若緑61番地１　つがる市役所　国民健康保険課　または　介護課

つがる出張所、稲垣出張所、車力
出張所では対応していません
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３　よくある質問
（国保・介護共通）

申請はいつから？ 申請書は納税通知書が送付される令和２年７月１日以降に提出できます。減免は申請日
以後に納期限（特別徴収では年金支払日）が来る納期が対象となります。

口座振替の場合、減
免で振替が停止され
ますか？

口座振替世帯では、減免決定時点で市から金融機関に振替依頼している場合、減免前の
額がいったん引き落としされますが、減免後の額に調整されます。
特別徴収世帯では、減免決定後すぐに天引きが停止できないためいったん特別徴収され
てしまいますが、対象納期を普通徴収に振り替えて減免適用されます。

収入見込額とは？
令和２年１月から申請日までは毎月の実際の収入額を、申請日から12月までは、今後の
状況を踏まえて金額を計算してください。申請後も、申請した見込額に対する毎月の実
際の収入額を管理してください。

減免決定後に収入の
状況が改善したら？ 

減免は申請日時点で令和２年の減収を見込んでの決定となり、翌年の申告の結果、３割
以上の減収となっていない場合は減免取消となることがあります。
減免決定後に収入状況が改善した場合は必ず申し出てください。　

支援金などの補償 給付、保険金、損害賠償などの収入補償は、今回の「収入」に含みません。

国民健康保険税と介
護保険料の申請は
別々ですか？

制度上の違いもあり、国保では世帯が、介護では被保険者１人ずつが減免の対象となり、
申請を別にする必要があります。減収した生計中心者の収入見込額計算書の金額は、い
ずれも同じになります。介護では、被保険者が複数人いる世帯では、その被保険者ごと
に申請することになります。

（国保の減収世帯）

ほかに減税の制度は
ありませんか？

新型コロナウイルス感染症の影響に関わらず、解雇、倒産、事業所の規模縮小等による
失業者は、上記とは別に【非自発的失業者軽減】に該当する場合があります。詳しくは
納税通知書３ページ裏面をご覧ください。

４　その他
　市では、新型コロナウイルス感染症の影響が出始めた令和２年２月以降の令和元年度の納期、あるいは令和２年
４月と６月に天引きされた納期の減免についても実施できるかどうか調整中です。実施する場合は、あらためてお
知らせいたします。詳しくは市ホームページをご覧ください。
【問い合わせ先】電話42-2111　国民健康保険課（内線277）　介護課（内線235）

国民年金保険料免除等制度のご案内
　経済的な理由で国民年金保険料（以下「保険料」といいます。）の納付が困難な場合は、保険料免除・納付猶予（学
生の方は学生納付特例）の申請を行ってください。令和２年度分（令和２年７月から翌年６月まで）の保険料
免除・納付猶予申請の受け付けが、令和２年７月１日から始まります。新型コロナウイルス感染症の感染拡大
を防止するため、できる限り郵送による手続きをご利用ください。
　また、以下に該当する方は、前年所得に関わらず保険料の納付が免除または猶予される場合があります。
●新型コロナウイルス感染症の影響で所得が減少した方
　 　保険料の免除等は、通常、申請年度の前年所得で審査しますが、新型コロナウイルス感染症の影響による
減収の内容を申し立てることで、現在の所得状況によって免除等を申請できます。臨時特例の適用を希望す
る場合は、所定の様式に見込所得額等を記入し、免除等の申請書に添付してください。
（注意）この制度は、令和2年2月からの保険料に適用されます。
●失業した方・事業を廃止（休止）した方（理由は問いません）
　 　特例認定制度により、前年所得を０とみなして審査します。特例認定の適用を希望する
場合は、失業等の事実が確認できる書類を、免除等の申請書に添付してください。
【年金についての問い合わせ先】
　弘前年金事務所  電話0172-27-1339　　　市役所市民課　電話42-2111（内線261・267）


